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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年１２月１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年１月７日 １６時１０分ごろ 

発生場所 東京都大田区多摩川 大田区本羽田２丁目付近 

 東京湾アクアライン川崎浮島換気所灯から真方位２９６°３.５海里付近

 （概位 北緯３５°３２.６′ 東経１３９°４３. ９′） 

事故調査の経過 平成２３年３月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利運搬船 第二十八豊栄
ほうえい

丸、１２９トン 

 １３５８５６、株式会社糸井商会 

 ３５.４０ｍ×８.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、２５７kＷ、平成８年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５５歳 

四級海技士（航海） 

 免 許 年 月 日 昭和６１年９月１１日 

 免 状 交 付 年 月 日 平成１８年８月９日 

 免状有効期間満了日 平成２３年９月１０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に亀裂 

 事故の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、揚げ荷のため、川崎市川崎区港町の

物揚場に向けて多摩川を遡航中、平成２３年１月７日１６時１０分ごろ、

大田区本羽田２丁目付近において、船底が川底に接触したような衝撃を感

じた。 

本船が乗り揚げた場所は、岩場（以下「本件岩場」という。）であり、船

長が、付近に設けられた鉄塔等からの距離で本件岩場の位置を把握してい

たものの、その位置については目視で確認していた。 

船長は、川の流れがあり航路も狭いので、油の流出等がないことを確認

して航行を続け、１６時４０分ごろ目的地である物揚場に着岸した。 

本船は、翌８日、揚げ荷役を終えて千葉県木更津市木更津港へ向けて出

航し、１１時３０分ごろ同港において積み荷役を終えて港内待機の際、船

首部が沈み、船首船底部からの浸水が発見された。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

その他の事項 船長は、平成１６年９月から本船を含む社船２隻で船長職を執ってい

た。また、多摩川において、過去に７回砂地に船底を接触させたことがあ

ったが、浸水はなかった。 
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分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、大田区本羽田２丁目付近の多摩川を遡

航中、船長が、本件岩場の位置を陸上施設からの

距離で把握していたものの、その距離を目視で確

認していたことから、本件岩場に乗り揚げたもの

と考えられる。 

船長は、船底に亀裂が生じて浸水していること

に気付かず、木更津港まで航行したものと考えら

れる。 

原因 本事故は、本船が、大田区本羽田２丁目付近の多摩川を遡航中、船長

が、本件岩場の陸上施設からの距離を目視で確認していたため、本件岩場

に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

 ・障害物に対する十分な避航距離を確保すること。 

 ・事故後の浸水及び損傷確認を徹底すること。 

 




